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３

将
来
債
権
譲
渡
の
問
題

将
来
債
権
と
は
、
将
来
発
生
す
る
債
権
の
こ
と
で
あ（
４９
）

る
。
将
来
債
権
の
譲
渡
を
行
え
ば
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
将
来
獲
得
す
る
キ
ャ

ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
広
い
資
産
か
ら
の
資
金
調
達
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
も
債

権
が
発
生
す
る
た
び
に
対
抗
要
件
を
備
え
る
と
い
っ
た
煩
雑
な
手
続
き
を
ふ
む
必
要
が
な
く
な
る
。
し
か
し
、
判
例
通
説
で
は
、
将
来

債
権
譲
渡
の
有
効
性
は
一
定
の
場
合
制
限
さ
れ
る
た
め
、
実
務
に
お
い
て
は
、
一
度
行
っ
た
譲
渡
が
無
効
と
な
る
可
能
性
を
懸
念
し
、

将
来
債
権
を
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
目
的
と
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
た
と
え
譲
渡
が
有
効
と
判
断
さ
れ
た
と

し
て
も
、
対
抗
要
件
が
い
つ
ど
の
程
度
の
期
間
効
力
を
有
す
る
の
か
、
不
安
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
債
権
を
引

当
と
し
た
資
金
調
達
の
要
請
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
背
景
に
、
将
来
債
権
譲
渡
が
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
る
判
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
例
に
よ
り
、
将
来
債
権
譲
渡
実
務
に
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
の
動
向
を
中
心

に
、
ま
ず
、
将
来
債
権
譲
渡
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
次
に
そ
の
対
抗
要
件
の
問
題
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
を
念

頭
に
お
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
１
）
判
例
の
動
向

か
つ
て
は
、
将
来
債
権
の
譲
渡
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
さ
え
も
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
最
判
昭
和
五
三
年
一

二
月
五
日
（
判
例
時
報
九
一
六
号
二
五
頁
）（
以
下
昭
和
五
三
年
判
決
）
が
、
�
債
権
の
発
生
可
能
性
を
問
題
と
し
、
�
債
権
の
特
定

性
を
要
求
し
て
、
将
来
債
権
譲
渡
の
有
効
性
を
明
確
に
し
（
５０
）

た
。
そ
の
後
の
判
例
の
積
重
ね
等
に
よ
り
、
将
来
債
権
譲
渡
を
有
効
に
行
い

う
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
立
さ
れ
た
事
実
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
昭
和
五
三
年
判
決
は
、
診
療
報
酬
債
権
と
い
う
特
殊
な

債
権
を
対
象
と
し
て
お
り
、
契
約
締
結
か
ら
一
年
以
内
の
債
権
に
画
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
り
、
将
来
債
権
の
譲
渡
が
有
効
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
範
囲
は
相
当
に
狭
め
て
解
釈
さ
れ
て
い（
５１
）

た
。
そ
の
た
め
、
実
務
上
、
譲
渡
の
目
的
た
る
債
権
は
、
抽
象
的
発
生
原
因
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た
る
法
律
関
係
が
既
に
発
生（
５２
）

し
、
譲
渡
契
約
よ
り
一
年
内
に
発
生
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
傾（
５３
）

向
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
最
判
平
成
一
一
年
一
月
二
九
日
（
民
集
五
三
巻
一
号
一
五
一
頁
）（
以
下
平
成
一
一
年
判
決
）
は
、
こ
の
昭
和
五
三
年
判

決
以
来
行
わ
れ
て
き
た
実
務
を
一
変
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
平
成
一
一
年
判
決
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
と
同
様
、
保
険
診
療
を
す
る

医
師
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
い
基
金
に
対
す
る
債
権
の
譲
渡
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
判
決
で
は
、
昭
和

五
三
年
判
決
の
要
件
で
あ
っ
た
�
の
債
権
の
発
生
可
能
性
に
つ
い
て
、
債
権
譲
渡
の
当
事
者
間
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
判
断
せ
ず
、
�

の
特
定
性
の
判
断
を
行
っ
た
後
に
、
特
段
の
事
情
が
な
い
こ
と
を
判
断
し
て
将
来
債
権
譲
渡
の
有
効
性
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、（
イ
）

特
定
性
の
判
断
（
ロ
）
特
段
の
事
情
判
断
と
い
う
新
た
な
二
段
階
の
判
断
構
造
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判
決
が
契
約
締
結
後

六
年
八
ヶ
月
目
か
ら
一
年
間
の
間
に
発
生
し
た
債
権
の
譲
渡
を
認
め
た
こ
と
で
、
実
務
に
お
い
て
も
、
契
約
後
一
年
以
内
に
発
生
す
る

債
権
に
限
定
せ
ず
、
譲
渡
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ（
５４
）

た
。
こ
の
判
決
の
後
に
な
さ
れ
た
最
判
平
成
一
二
年
四
月
二
一
日
（
民

集
三
四
巻
四
号
二
〇
八
頁
）
で
は
、
多
少
の
差
異
こ
そ
あ
れ
、
平
成
一
一
年
判
決
の
判
断
構
造
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）
特
定
性

そ
れ
で
は
、
判
例
で
言
わ
れ
て
い
る
（
イ
）
債
権
の
特
定
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
説
で
は
一
般
に
、

�
第
三
債
務
者
�
発
生
原
因
と
な
る
取
引
の
種
類
�
金
額
�
発
生
時
期
な
ど
に
よ
り
判
断
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ（
５５
）

る
。
し
か
し
、
債
権
を

特
定
す
る
た
め
の
こ
の
組
み
合
わ
せ
は
無
数
で
あ
り
、
譲
渡
さ
れ
る
債
権
の
性
質
に
よ
っ
て
も
要
求
さ
れ
る
組
み
合
わ
せ
は
異
な
っ
て

く
る
。
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
も
、
特
定
性
を
認
め
る
要
件
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
定
性
の
要
件

が
確
定
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
は
、
一
度
な
さ
れ
た
譲
渡
が
、
い
つ
無
効
と
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
定
さ
が
残
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
特
定
性
の
要
件
を
課
す
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
考
え
た
場
合
、
特
定
性
の
要
件
に
よ
り
譲
渡
が
無
効
と
な
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る
可
能
性
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
怯
え
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
将
来
債
権
の
譲
渡
は
、
債
権
の
譲
渡
人
、
譲

渡
人
の
一
般
債
権
者
の
保
護
と
い
う
理
由
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い（
５６
）

る
。
こ
の
点
、
平
成
一
一
年
判
決
で
は
、
特
段
の
事

情
判
断
の
部
分
で
、
こ
の
譲
渡
人
、
譲
渡
人
の
他
の
債
権
者
の
保
護
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
特
段
の
事
情
判
断
を

課
す
こ
と
で
、
譲
渡
人
、
譲
渡
人
の
他
の
債
権
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
定
性
判
断
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
厳
格

性
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
前
提
が
正
し
い
と
す
る
と
、
平
成
一
二
年
判
決
で
判
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
譲
渡

の
目
的
と
な
る
べ
き
債
権
を
譲
渡
人
が
有
す
る
ほ
か
の
債
権
か
ら
識
別
す
る
」
に
足
る
程
度
で
、
特
定
性
の
要
件
は
十
分
満
た
さ
れ
う

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
具
体
的
な
特
定
性
の
判
断
要
素
は
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
、
譲
渡
人
、
譲
渡

人
の
他
の
債
権
者
の
地
位
が
不
安
定
に
な
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な
く
と
も
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
に
お
い
て
は
、
�
第
三
債
務
者
�
発
生
原
因
と
な
る
取
引
の
種
類
�
金
額
�
発
生
時
期

が
明
確
に
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ（
５７
）

る
。
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
将
来
債
権
の
買
取
り
を
行
い
、
権
利
が
発
生
す
る
以
前
に
、
そ
の
債
権
の
代

金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
当
然
に
債
権
に
ど
れ
だ
け
の
価
値
が
あ
る
か
を
見
積
も
る
必
要
が

あ
る
の
で
あ
り
、
債
権
が
特
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
も
必
須
の
要
件
な
の
で
あ
る
。

（
３
）
特
段
の
事
情

以
上
の
よ
う
な
特
定
性
要
件
の
解
釈
が
正
し
い
な
ら
ば
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
取
引
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
特
定

性
が
な
い
と
し
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
譲
渡
が
無
効
と
な
る
お
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
考
え
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
し
て
譲
渡
が
無
効
と
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
譲
渡
人
保
護
、
債
権
者
保
護
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
き
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
に
当
て
は
め
て
検
討
し
て
み
る
。
ま
ず
、
譲
渡
人
保
護
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、

も
と
も
と
譲
渡
人
が
自
ら
の
効
率
的
な
資
金
調
達
、
債
権
に
つ
い
て
の
信
用
リ
ス
ク
移
転
等
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
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り
、
譲
渡
人
た
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
取
引
に
は
い
る
の
は
、
自
ら
の
メ
リ
ッ
ト
を
求
め
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
リ

ン
グ
契
約
の
締
結
は
、
譲
渡
人
の
自
由
な
意
思
に
よ
り
決
め
ら
れ
る
。
た
と
え
外
面
的
に
制
限
を
受
け
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
譲
渡
人
が
、
自
ら
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
結
ん
だ
契
約
の
結
果
に
す
ぎ
ず
、
不
当
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
譲
渡
人
が
利
益
を
得
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
そ
の
営
業
活
動
を
不
当
に
制

限
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
に
よ
る
将
来
債
権
の
譲
渡
に
お
い
て
、
譲
渡
人

が
害
さ
れ
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

次
に
譲
渡
人
の
債
権
者
に
対
す
る
保
護
に
つ
い
て
考
え
る
。
債
権
譲
渡
担
保
で
は
、
譲
受
人
が
譲
渡
人
に
対
し
て
有
す
る
債
権
の
確

実
な
履
行
の
た
め
に
将
来
債
権
譲
渡
が
利
用
さ
れ（
５８
）

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
他
の
譲
渡
人
の
債
権
者
に
先
ん
じ
て
、
債
権
か
ら
弁

済
を
得
よ
う
と
す
る
目
的
の
た
め
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、
債
権
の
売
買

そ
れ
自
体
を
取
引
の
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
引
で
は
、
債
権
譲
渡
担
保
の
よ
う
に
譲
渡
人
の
債
権
者
を
害
し
う
る
要
素
は
、

認
め
ら
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
他
の
債
権
者
保
護
の
面
か
ら
見
て
も
、
特
段
の
事
由
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い

で
あ
ろ
う
。

以
上
を
総
合
し
た
場
合
、
判
例
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
特
定
性
に
つ
い
て
も
、
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
も
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
が

通
常
の
目
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
将
来
債
権
の
譲
渡
が
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
は
、
ほ
ぼ
な
き
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
対
抗
要
件
の
具
備
に
つ
い
て

将
来
債
権
の
譲
渡
が
有
効
と
さ
れ
た
場
合
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
対
抗
要
件
で
あ
る
。
債
権
発
生
前
に
な
し
た
通
知
に
つ
い
て

も
対
抗
力
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
、
判
例
学
説
に
よ
り
一
致
し
た
見
解
で
あ
る（
５９
）

が
、
な
お
、
一
度
の
対
抗
要
件
具
備
に
よ
り
、
無

期
限
に
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
以
下
、
第
三
者
対
抗
要
件
と
債
務
者
対
抗
要
件
と
に
わ
け
て
考
え
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て
い
く
。
第
三
者
対
抗
要
件
の
考
慮
も
ま
た
、
譲
渡
人
の
他
の
債
権
者
と
の
関
係
で
な
さ
れ（
６０
）

る
。
他
の
債
権
者
と
の
間
で
、
対
抗
要
件

の
効
力
の
期
間
が
問
題
と
な
る
の
は
、
結
局
、
譲
渡
の
有
効
性
の
折
に
問
題
に
さ
れ
た
の
と
同
様
、
あ
ま
り
に
も
長
く
対
抗
要
件
の
効

力
を
認
め
た
場
合
、
譲
渡
人
の
他
の
債
権
者
を
害
し
え
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
に
い
き
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

他
の
債
権
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
の
有
効
性
の
部
分
で
既
に
判
断
さ
れ
て
い
る
事
項
で
あ
り
、
第
三
者
対
抗
要
件
の
存
続
期

間
の
問
題
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
債
務
者
対
抗
要
件
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
債
務
者
対
抗
要
件
の
趣
旨

は
、
こ
れ
を
具
備
し
て
い
な
い
限
り
は
、
た
と
え
譲
渡
人
に
誤
っ
て
支
払
い
を
な
し
て
し
ま
っ
た
債
務
者
で
あ
っ
て
も
保
護
さ
れ
る
と

い
う
も
の
で
あ（
６１
）

る
。
債
務
者
対
抗
要
件
が
具
備
さ
れ
て
い
る
場
合
、
通
知
・
承
諾
、
も
し
く
は
登
記
事
項
証
明
書
を
付
し
た
通
知
が
な

さ
れ
て
お
り
、
債
権
の
正
当
な
所
持
人
は
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
対
抗
要
件
具
備
期
間
中
、
債
務
者
は
同
一
の
債
権
者
に
支
払

い
を
な
せ
ば
免
責
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
た
と
え
、
対
抗
要
件
の
期
間
が
長
期
に
及
ん
だ
と
し
て
も
債
務
者
が
害
さ
れ
る

と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
担
保
を
目
的
と
す
る
債
権
譲
渡
担
保
と
は
異
な
り
、
債
権
の
譲
渡
を
目

的
と
す
る
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
期
に
わ
た
る
将
来
債
権
の
譲
渡
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
上

か
ら
、
将
来
債
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
の
効
力
は
、
一
般
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
契
約
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
程
度
の
期
間
で
あ
れ
ば
存
続

可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
、
よ
ほ
ど
通
常
と
異
な
る
よ
う
な
取
引
を
行
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
将
来
債
権
譲
渡
を
フ
ァ
ク
タ

リ
ン
グ
の
対
象
と
す
る
こ
と
へ
の
問
題
は
、
判
例
の
発
展
に
よ
り
解
消
さ
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

４

債
権
の
回
収

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
と
し
て
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
債
権
の
管
理
・
回
収
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
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の
サ
ー
ビ
ス
は
、
弁
護
士
法
七
三
条
の
「
何
人
も
、
他
人
の
権
利
を
譲
り
受
け
て
、
訴
訟
、
調
停
、
和
解
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
、

そ
の
権
利
を
実
行
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
規
定
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ（
６２
）

る
。
弁
護
士

会
は
、
罰
則
ま
で
設
け
て
取
り
締
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
取
引
を
放
置
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
実
際
の
批
判
の
理

由
は
、
弁
護
士
の
職
域
へ
侵
害
す
る
こ
と
を
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う（
６３
）

だ
。
そ
も
そ
も
、
弁
護
士
法
七
三
条
は
、
三
百

代
言
の
事
件
へ
の
介
入
、
ま
た
は
濫
訴
の
防
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ（
６４
）

り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
債
権
の
取
立
て
そ

の
も
の
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
の
主
た
る
目
的
は
、
金
融
供
与
や
信
用
補
完
で
あ
り
、
そ

の
目
的
達
成
の
た
め
に
債
権
譲
渡
が
行
わ
れ
、
債
権
の
取
立
て
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
権
利
の
実
行
方
法
も
、
銀
行
に
よ
る
も
の
と

同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
社
会
的
・
経
済
的
に
必
要
か
つ
妥
当（
６５
）

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と

解
さ
れ
る
現
状
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
に
お
け
る
債
権
の
管
理
・
回
収
は
弁
護
士
法
七
三
条
に
反
し
て
い
る
と
は

思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
学（
６６
）

説
、
判（
６７
）

例
に
お
い
て
も
一
致
し
た
見
解
と
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
フ
ァ
ク
タ
ー
の
管
理
・
回
収
業
務
と
「
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」（
以
下
サ
ー
ビ
サ
ー
法
）
と
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
る
。
サ
ー
ビ
サ
ー
法
は
、
前
述
の
弁
護
士
法
七
三
条
、
そ
し
て
、
弁
護
士
法
七
二
条
の
特
例
と
し
て
創
設
さ
れ（
６８
）

た
。
本

法
に
よ
り
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
自
ら
の
債
権
の
管
理
・
回
収
業
務
を
サ
ー
ビ
サ
ー
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
有
す
る
売
掛
債
権
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
で
規
定
さ
れ
た
「
特
定
金
銭
債
権
」（
サ
ー
ビ
サ
ー
法
二

条
）
に
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
に
取
立
て
委
託
を
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

サ
ー
ビ
サ
ー
法
で
は
「
特
定
金
銭
債
権
」
の
範
囲
が
狭
く
規
定
さ
れ
す
ぎ
て
い
た
た
め
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
以
外
で
の
運
用
に
お
い
て

も
不
具
合
が
生
じ
、
実
務
か
ら
範
囲
拡
大
の
要
望
が
集
ま
っ（
６９
）

た
。
こ
れ
を
受
け
て
平
成
一
三
年
に
サ
ー
ビ
サ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
以
下
改
正
サ
ー
ビ
サ
ー
法
）
が
成
立
し
た
。
こ
の
法
に
よ
り
、「
特
定
金
銭
債
権
」
の
範
囲
は
大
幅
に
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
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っ（
７０
）

た
。
こ
の
改
正
を
受
け
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
会
社
が
譲
渡
型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
得
た
債
権
も
ま
た
「
特
定
金
銭
債
権
」
の

範
囲
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な（
７１
）

り
、
フ
ァ
ク
タ
ー
も
債
権
の
管
理
・
回
収
業
務
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
サ
ー
へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
を
は

か
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
業
の
委
託
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
弁
護
士
法
と
の
抵
触
を
回
避
す
る
だ

け
で
な
く
、
フ
ァ
ク
タ
ー
の
事
業
の
効
率
化
を
促
進
す
る
結
果
に
も
な
る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
は
、
弁
護
士
法
七
三
条

と
抵
触
し
な
い
取
引
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
に
よ
り
新
た
な
事
業
促
進
の
方
法
も
生
じ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

五

発
展
の
方
向
性

三
で
み
た
よ
う
に
、
現
在
、
資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
対
す
る
経
済
的
需
要
が
増
大
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、

法
的
に
も
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
有
利
な
状
況
へ
と
転
じ
て
き
て
い
る
（
四
参
照
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
的
、
法
的
変
化
は
、

同
時
に
債
権
の
証
券
化
に
よ
る
資
金
調
達
へ
の
需
要
も
生
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
で
は
、
証
券
化
と
比
較
し
た
場
合
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の

資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
意
義
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
証
券
化
と
共
存
で
き
た
と
し
て
も
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
取
引
を
そ

の
ま
ま
継
続
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
の
今
後
の
発
展
を
臨
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
初
め
に
、
証
券
化
手
法
と
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
を
比
較
し
、
証
券
化
は
主
と
し
て
大
企
業
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
を
、
フ
ァ

ク
タ
リ
ン
グ
は
中
小
企
業
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
中
小
企
業
の
資
金
調
達
手
段
と
し

て
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の
問
題
点
を
克
服
す
る
た
め
の
一
例
を
紹
介
し
た
い
。
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１

証
券
化
手
法
と
の
比
較

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
同
様
、
売
掛
債
権
を
引
当
と
し
た
資
金
調
達
を
行
う
方
法
と
し
て
、
証
券
化
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
手
法
は
、

昨
今
メ
デ
ィ
ア
等
を
に
ぎ
わ
せ
、
取
引
数
も
増
加
傾
向
に
あ（
７２
）

る
。
証
券
化
の
基
本
的
な
仕
組（
７３
）

み
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
�
オ

リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
原
保
有
資
産
を
Ｓ
Ｐ
Ｖ
に
移
転
し
、
�
Ｓ
Ｐ
Ｖ
が
当
該
譲
り
受
け
資
産
を
裏
付
と
し
た
証
券
化
商
品
を
発
行
、
投
資

家
に
販
売
し
た
後
、
�
Ｓ
Ｐ
Ｖ
が
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
に
資
産
の
購
入
代
金
支
払
い
を
行
う
。

こ
の
証
券
化
と
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
ま
ず
、
両
者
の
メ
リ
ッ
ト
の
違
い
を
考
え
る
。
フ
ァ
ク
タ
リ
ン

グ
に
よ
り
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
受
け
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
�
債
権
を
引
当
と
し
た
資
金
調
達
、
�
売
掛
債
権
の
管
理
・
回
収
の
委
託
、
�
取

引
先
の
信
用
情
報
の
享
受
、
�
信
用
危
険
の
移
転
、
�
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
効
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比

べ
て
、
証
券
化
に
よ
り
得
ら
れ
る
主
な
メ
リ
ッ
ト
は
、（
イ
）
資
金
調
達
、（
ロ
）
信
用
危
険
の
移
転
、（
ハ
）
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
三
つ

で
あ
る
。
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
比
較
し
て
、
証
券
化
に
お
け
る
「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
」
は
、
信
用
情
報
を
受
け
る
こ
と
が
ほ
ぼ
で
き
ず
、

自
ら
債
権
の
管
理
・
回
収
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な（
７４
）

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
で
あ
れ
ば
、
一
社
の
み
に
よ

る
小
額
な
単
位
で
の
資
金
調
達
が
可
能
で
あ
る
が
、
証
券
化
で
は
、
Ｓ
Ｐ
Ｃ
設
立
等
の
コ
ス
ト
が
か
な
り
高
額
と
な
る
た（
７５
）

め
、
あ
る
程

度
の
規
模
が
な
い
と
か
え
っ
て
割
高
な
調
達
と
な
り
、
採
算
性
の
面
か
ら
小
ロ
ッ
ト
の
証
券
化
は
実
施
さ
れ
に
く
い
と
考
え
ら
れ
て
い

（
７６
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
複
数
の
企
業
の
売
掛
債
権
を
ひ
と
つ
に
プ
ー
ル
し
て
証
券
化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
実
際
に
銀
行
等
で
そ
の

よ
う
な
事
例
も
見
ら
れ（
７７
）

る
。
だ
が
、
原
債
務
者
が
中
小
企
業
で
あ
る
よ
う
な
債
権
に
つ
い
て
は
、
信
用
力
の
判
定
が
困
難
な
た
め
、
投

資
家
の
購
買
欲
を
得
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
お（
７８
）

り
、
ま
た
、
個
々
の
債
権
の
信
用
度
を
測
定
し
て
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
か

な
り
の
手
間
が
か
か
る（
７９
）

上
、
外
部
格
付
機
関
を
活
用
し
て
格
付
を
取
得
す
る
こ
と
に
も
、
負
担
分
だ
け
の
メ
リ
ッ
ト
を
得
ら
れ
る
と
は

思
わ
れ
て
い
な（
８０
）

い
。
つ
ま
り
、
現
状
で
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
有
す
る
債
権
額
が
小
額
で
、
か
つ
、
中
小
企
業
向
け
の
も
の
が
大
半
を
し
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め
る
場
合
、
証
券
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ（
８１
）

る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
勘
案
す
る
と
、
結
局
、
�
他
者
よ
り
の
信
用
情
報
の
利
用
、
�
債
権
の
管
理
・
回
収
の
委
託
を
望
み
、
�
有
し
て

い
る
債
権
が
小
額
で
、
か
つ
�
そ
の
大
半
が
中
小
企
業
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
、
以
上
の
よ
う
な
要
素
を
有
す
る
企
業
は
、
証
券
化
に

よ
る
資
金
調
達
に
適
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
社
で
の
信
用
調
査
、
債
権
の
管
理
・
回
収
の
十
分
な
機
能
を
備
え
て
お
ら
ず
、

�
�
の
よ
う
な
債
権
を
多
く
有
す
る
の
は
、
多
く
の
場
合
が
、
中
小
企
業
で
あ
ろ（
８２
）

う
。
つ
ま
り
、
証
券
化
を
用
い
た
資
金
調
達
方
法
は
、

中
小
企
業
に
利
用
さ
れ
に
く
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
�
�
の
よ
う
な
要
求
を
満
た
し
、
�
�
の
よ
う
な
場
合
で
も

債
権
の
買
取
を
行
い
う
る
。
そ
も
そ
も
、
導
入
当
初
よ
り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、
中
小
企
業
の
た
め
の
金
融
機
能
を
含
ん
だ
サ
ー
ビ

ス
を
予
定
し
て
い（
８３
）

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
証
券
化
と
比
較
し
た
場
合
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、
中
小
企
業
に
こ
そ
適
し
た
資
金
調

達
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
証
券
化
と
は
、
前
者
は
、
中
小
企
業
の
資
金
調
達
方
法
、
後
者
は
大
企
業

を
中
心
と
し
た
資
金
調
達
方
法
と
し
て
す
み
わ
け
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２

取
引
促
進
へ
の
一
提
言

（
１
）
資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
問
題
点

次
に
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
が
、
資
金
調
達
手
段
と
し
て
発
展
し
て
い
く
た
め
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
二
で
概
観
し
た
よ
う

に
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
の
は
、
�
資
金
供
与
、
�
売
掛
債
権
の
管
理
・
回
収
事
務
、
�
取
引
先
の
信
用
調
査
、
�

信
用
危
険
の
引
き
受
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
�
の
信
用
危
険
の
引
き
受
け
を
フ
ァ
ク
タ
ー
が
提
供
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ク
タ

リ
ン
グ
取
引
の
対
象
た
る
債
権
の
範
囲
が
狭
ま
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
。
い
か
に
慎
重
な
調
査
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
カ
ス
タ
マ
ー
に
対
す
る
債
権
が
回
収
不
能
と
な
る
危
険
か
ら
は
逃
れ
得
ず
、
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
ロ
ス
か
ら
逃
れ
る
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術
は
存
在
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
ロ
ス
の
引
き
受
け
を
依
頼
す
る
の
で
あ
る
。
債
務
者

が
消
費
者
の
よ
う
な
信
販
業
で
あ
れ
ば
、
債
権
一
件
あ
た
り
の
額
も
小
さ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
債
権

の
債
務
者
は
企
業
で
あ
る
た
め
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
一
件
あ
た
り
が
か
な
り
高
額
の
債
権
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
フ
ァ
ク

タ
ー
は
、
対
象
債
権
を
「
一
件
あ
た
り
の
金
額
が
小
額
で
ロ
ス
率
概
念
で
整
理
で
き
る
も
の
」、
も
し
く
は
、
信
用
力
の
高
い
も
の
に

限
る
傾
向
が
あ（
８４
）

る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
リ
ス
ク
の
移
転
を
は
か
り
た
い
の
は
、
む
し
ろ
フ
ァ
ク
タ
ー
の
買
取
対
象

外
の
債
権
で
あ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
経
営
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
債
権
の
買
取
額
を
か
な
り

低
く
設
定
す
る
こ
と
も
行
っ
て
お（
８５
）

り
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
債
権
額
に
比
べ
て
相
当
低
い
金
額
し
か
受
け
取
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
資
金
調
達
ニ
ー
ズ
を
十
分
に
充
た
す
と
は
い
い
が
た
い
。
つ
ま
り
、

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
で
は
、
債
権
の
保
証
機
能
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
対
象
と
な
る
債
権
の
範
囲
、
買
取
額
に
制
限
が
課
さ
れ
、
そ
の
保

証
機
能
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
え
な
く
な
る
と
い
う
結
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
発
展
の
方
向
性
と
し
て
の
一
例

w
ith

recou
rse

型
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
を
用
い
れ
ば
、
最
も
簡
易
に
、
資
金
調
達
機
能
を
残
し
た
ま
ま
フ
ァ
ク
タ
ー
に
信
用
保
証

機
能
を
負
わ
せ
ず
に
す
む
こ
と
に
な
る
。
ニ
―

１
―

（
１
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、w

ith
recou

rse

型
で
は
、
債
権
に
つ
い
て
の
最
終

的
な
責
任
を
、
フ
ァ
ク
タ
ー
で
は
な
く
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
負
う
。
け
れ
ど
も
、w

ith
recou

rse

型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
場
合
、
当
然

に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
債
権
の
危
険
を
フ
ァ
ク
タ
ー
に
移
転
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
リ
ス
ク
の
移
転
を
考
え
な
い
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
れ
ば
、w

ith
recou

rse

型
を
選
択
す
る
こ
と
で
問
題
は
な
い
が
、
資
金
調
達
を
行
っ
た
上
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
リ
ス
ク

か
ら
も
解
放
さ
れ
た
い
と
望
む
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
は
、
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
信
用
保
証
機
能
を
有
し
た
ま
ま
、
資
金
調
達
を
行
う
方
法
と
し
て
、w

ith
ou

t
recou

rse

型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
取
引
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信
用
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
取
引
信
用
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
提
供
し
て
い
た
保
証
機
能
を
、

保
険
会
社
が
負
う
こ
と
に
な
り
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
よ
り
広
い
範
囲
の
債
権
を
フ
ァ
ク
タ
ー
に
譲
渡
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
取
引

の
仕
組
み
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
取
引
信
用
保
険
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
特
徴
を
と
ら
え
る
。
そ
の
後
、
フ
ァ
ク
タ
リ

ン
グ
に
本
保
険
を
付
保
し
た
取
引
形
態
に
つ
い
て
概
観
し
、
取
引
信
用
保
険
の
付
保
が
い
か
な
る
利
点
を
も
た
ら
す
か
、
ま
た
、
こ
の

取
引
に
お
け
る
問
題
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
か
検
討
し
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
を
提
示
し
た
い
。

�

取
引
信
用
保
険

取
引
信
用
保
険
と
は
、
商
品
の
売
買
取
引
に
お
け
る
売
主
の
売
掛
債
権
を
保
証
す
る
保
険
と
し
て
定
義
さ
れ
う（
８６
）

る
。
一
九
世
紀
頃
よ

り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
発
展
し
、
Ｅ
Ｕ
が
世
界
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
九
〇
％
を
占
め（
８７
）

る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
九
四
年
よ
り
運
営

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ（
８８
）

た
。
本
保
険
は
、
取
引
先
に
対
す
る
売
掛
債
権
を
包
括
的
に
保
険
の
目
的
と
し
、
主
と
し
て
、
保
険
の
目
的
と
な

さ
れ
た
債
権
が
履
行
さ
れ
な
い
場
合
に
、
保
険
事
故
が
生
じ
た
と
み
な
さ
れ（
８９
）

る
。

具
体
的
な
取
引
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ（
９０
）

る
。
ま
ず
、
前
提
は
、
保
険
契
約
者
が
自
己
の
債
務
者
に
対
し
て
、
売
掛
債
権
を
有
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
�
債
権
者
は
保
険
者
に
、
取
引
先
の
リ
ス
ト
を
渡
す
。
�
�
の
リ
ス
ト
に
よ
り
保
険
者
は
債
務
者
の
信
用
調
査

を
行
い
、
�
�
に
基
づ
い
て
保
険
金
支
払
限
度
額
を
債
権
者
に
通
知
し
た
後
、
�
債
権
者
が
保
険
者
に
保
険
料
の
支
払
い
を
す
る
。
保

険
事
故
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
�
債
権
者
は
債
務
の
履
行
期
に
債
務
者
に
対
し
て
求
償
し
、
�
債
務
者
は
債
権
者
に
対
し
て

支
払
い
を
行
う
。
し
か
し
、
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
�́
債
権
者
は
保
険
者
に
当
該
債
権
を
譲
渡
し
、
�́
保
険
者
は
債
権
者

に
対
し
て
保
険
金
支
払
い
を
な（
９１
）

す
。
そ
し
て
、
�́
保
険
者
は
債
務
者
に
取
立
を
行
い
、
�́
債
務
者
は
、
保
険
者
へ
の
支
払
い
を
行
う
こ

と
に
な
る
。

保
険
者
が
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
�
信
用
危
険
の
引
き
受
け
、
�
取
引
先
の
信
用
調
査
、
�
与
信
情
報
提
供
等
で
あ
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る
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
、
保
険
契
約
者
た
る
債
権
者
は
、
�
保
険
者
に
信
用
リ
ス
ク
の
移
転
を
は
か
る
こ
と
が
で（
９２
）

き
、
�
損

失
を
早
期
回
収
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
資
金
繰
り
の
安
定
化
を
は
か
り
、
そ
し
て
�
保
険
会
社
の
信
用
調
査
部
門
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
取
引
信
用
保
険
は
、
保
険
会
社
に
と
っ
て
リ
ス
ク
の
高
い
商
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
特
殊
な
性

質
を
有
す（
９３
）

る
。
第
一
に
、
包
括
保
険
と
し
て
の
性
質
。
保
険
契
約
者
は
、
自
ら
の
有
す
る
債
権
の
う
ち
で
も
、
信
用
度
の
低
い
取
引
先

の
も
の
の
み
を
意
図
的
に
対
象
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
保
険
契
約
者
の
「
逆
選
択
」
を
防
ぐ
た
め
に
、
被
保
険
者
と
買

主
間
の
売
買
契
約
に
お
け
る
す
べ
て
の
債
権
を
包
括
し
て
付
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
９４
）

い
。
第
二
に
、
支
払
い
限
度
額
が
設
定
さ
れ
て
い

る
と
い
う
性
質
。
保
険
の
対
象
と
な
る
債
務
者
が
保
険
期
間
中
に
多
数
倒
産
し
た
場
合
、
保
険
会
社
は
一
度
に
多
額
の
損
失
を
抱
え
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
保
険
証
券
で
の
保
険
会
社
の
支
払
い
責
任
額
を
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

保
険
会
社
は
、
保
険
期
間
中
の
総
支
払
い
額
と
買
主
ご
と
の
支
払
い
額
に
あ
ら
か
じ
め
制
限
を
設
定
す
る
の
で
あ（
９５
）

る
。

最
後
に
、
被
保
険
者
に
自
己
負
担
を
設
け
さ
せ
る
と
い
う
性
質
。
通
常
、
免
責
金
額
を
定
め
る
趣
旨
は
、
保
険
者
の
負
担
を
減
ら
し

保
険
料
を
軽
減
す
る
こ
と
、
及
び
被
保
険
者
の
事
故
予
防
の
た
め
の
注
意
力
減
退
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ（
９６
）

る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、

信
用
保
険
に
つ
い
て
は
特
に
、
保
険
契
約
者
の
逆
選
択
の
可
能
性
を
防
ぐ
目
的
も
あ
る
よ
う（
９７
）

だ
。

�

取
引
信
用
保
険
付
債
権
買
取
型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ

本
取
引
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
買
い
取
る
債
権
に
信
用
保
険
を
付
保
し
、
カ
ス
タ
マ
ー
に
対
す
る
信
用
リ
ス
ク
を
保
険
者
に
移
転
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
取
引
信
用
保
険
を
付
す
こ
の
方
式
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き

た
よ
う
で
あ
る（
９８
）

が
、
日
本
に
は
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
に
、
初
め
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ（
９９
）

た
。

最
初
に
、
全
体
の
取
引
の
流
れ
を
見
て
お（
１００
）

く
（
図
参
照
）。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
カ
ス
タ
マ
ー
間
で
は
売
買
契
約
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
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フ
ァ
ク
タ
ー

（
被
保
険
者
）

保
険
者

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

（
保
険
契
約
者
）

カ
ス
タ
マ
ー

�
′債
権
譲
渡

�
′保
険
金
支
払
い

�
支
払
い

� 保 険 金 免 責 部 分

� 前 払 い 金

� 債 権 譲 渡

フ ァ ク タ リ ン グ 契 約

売
買
契
約

商
品

債
権

保
険
契
約

�
取
引
先
リ
ス
ト

�
保
険
金
支
払
い
限
度
額
通
知

�
保
険
料

�
信
用
力
調
査

	
′取
立



′支
払
い

取
引
信
用
保
険
付
債
権
買
取
型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
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フ
ァ
ク
タ
ー
間
で
は
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
契
約
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
保
険
者
間
で
は
保
険
契
約
が
、
そ
れ
ぞ
れ
締
結
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
と
な
る
。
ま
ず
�
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
保
険
者
に
、
取
引
先
の
リ
ス
ト
を
渡
す
。
�
�
の
リ
ス
ト
に
よ
り
保
険
者
は
カ
ス
タ
マ

ー
の
信
用
調
査
を
行
い
、
�
�
に
基
づ
い
て
保
険
金
支
払
限
度
額
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
通
知
す
る
。
�
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
保
険
者
に
保

険
金
の
支
払
い
を
行
っ
た
後
、
�
フ
ァ
ク
タ
ー
に
買
取
手
数
料
を
支
払
っ
て
債
権
を
譲
渡
し
、
�
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
前
払
い
金
を
受
け

取
る
。
保
険
事
故
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
�
カ
ス
タ
マ
ー
は
フ
ァ
ク
タ
ー
に
支
払
い
を
な
し
、
�
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
に
対
し
て
保
険
金
免
責
部
分
相
当
額
の
支
払
い
を
行
う
。
し
か
し
、
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
�́
フ
ァ
ク
タ
ー
は
保

険
者
に
当
該
債
権
の
譲
渡
を
行
い
、
�́
保
険
者
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
保
険
金
の
支
払
い
を
行
う
。
そ
し
て
、
	́
保
険
者
は
、
カ
ス
タ
マ

ー
へ
の
取
立
を
行
い
、

́
カ
ス
タ
マ
ー
か
ら
保
険
者
へ
の
支
払
い
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
取
引
全
体
を
明
確
に
す
る
た
め
、
取
引
信
用
保
険
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
契
約
、
個
々
の
契
約
関
係
に
つ
い
て
の
詳
細
に
触
れ
る
。

ま
ず
、
取
引
信
用
保
険
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
契
約
当
事
者
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
フ
ァ
ク
タ
ー
、
保
険
会
社
の
三
者
で
あ
る
。
保
険

料
負
担
に
つ
い
て
直
接
の
義
務
を
負
う
保
険
契
約
者
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
保
険
事
故
が
生
じ
た
折
、
保
険
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
保
険
の
目
的
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
カ
ス
タ
マ
ー
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
債
権
で
あ
る
。

保
険
期
間
は
、
一
年
間
と
さ
れ
て
お
り
、
一
年
ご
と
に
継
続
も
可
能
と
さ
れ
る
。
保
険
者
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
信
用
危

険
の
引
き
受
け
、
カ
ス
タ
マ
ー
の
信
用
調
査
、
与
信
管
理
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
次
に
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
契
約
関

係
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
契
約
の
当
事
者
は
、
債
権
の
譲
受
人
た
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
譲
渡
人
た
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
対
象
と
な

る
債
権
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
カ
ス
タ
マ
ー
に
対
し
て
有
す
る
売
掛
債
権
で
あ
る
。
契
約
期
間
は
、
保
険
契
約
期
間
と
同
様
と
な
り
、

債
権
に
対
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
の
前
払
い
限
度
額
は
、
保
険
契
約
上
の
支
払
い
限
度
額
か
ら
免
責
部
分
を
控
除
し
た
額
と
な
る
。
保
険
事

故
が
発
生
し
な
け
れ
ば
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
債
務
者
か
ら
債
権
の
全
額
を
回
収
す
る
が
、
保
険
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
保
険
者
よ
り
保
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険
金
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。
保
険
者
は
、
免
責
部
分
の
支
払
い
を
行
わ
な
い
た
め
、
フ
ァ
ク
タ
ー
は
、
免
責
部
分
が
差
し
引
か
れ

た
額
の
保
険
金
し
か
受
け
取
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ク
タ
ー
が
、
カ
ス
タ
マ
ー
よ
り
債
権
の
回
収
を
果
た
せ
た
場
合
に
の
み
、
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
し
て
免
責
部
分
の
支
払
を
行
う
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
フ
ァ
ク
タ
ー
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
資
金
供
与
と

債
権
の
管
理
回
収
、
そ
し
て
自
己
が
有
す
る
信
用
情
報
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
へ
の
提
供
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
信
用
保
険
を
付
す
る
こ
と
で
、
主
と
し
て
次
の
三
点
が
、
通
常
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
よ
り
も
改
良
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
最
大
の
改
良
点
は
、
よ
り
多
く
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
、
よ
り
広
い
範
囲
の
債
権
か
ら
資
金
調
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
―

２
―

（
１
）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ク
タ
ー
の
み
で
は
、
負
担
で
き
る
信
用
危
険
に
は
限
界
が
あ

る
。
し
か
し
、
取
引
信
用
保
険
を
付
保
す
る
こ
と
で
、
保
険
者
が
、
フ
ァ
ク
タ
ー
の
信
用
危
険
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ァ
ク
タ

ー
の
負
担
す
べ
き
信
用
危
険
が
縮
小
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
、
債
権
と
も
に
、
そ
の

範
囲
を
拡
大
し
う
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
会
社
、
保
険
会
社
の
双
方
か
ら
の
与
信
情
報
を
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
両
者
か
ら
の
情
報
供
与
に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
よ
り
多
角
的
な
視
点
か
ら
与
信
管
理
を
は
か
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
点
は
、
さ
ら
な
る
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
化
を
は
か
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
第
一
の
点
よ
り
派
生
す
る
利
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
売
却
可
能
な
債
権
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
か
ら
売
掛
債
権
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
、
一
層
の
財
務
状
況
健
全
化
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
、
保
険
料
が
高
額
に
な
り
、
資
金
調
達
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
に
欠
け
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
補
う
だ
け
の
オ
フ
バ

ラ
ン
ス
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
本
取
引
を
行
う
上
で
は
、
次
の
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
保
険
契
約
者
と
被
保
険

者
が
異
な
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
が
考
え
ら
れ
る
。
保
険
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
保
険
契
約
者
、
被
保
険
者
は
、
当
然
に
保
険
者
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に
対
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
の
よ
う
な
義
務
の
中
に
は
、
保
険
契
約
者
、
被
保
険
者
が
義
務
違
反
を
行
っ
た
場
合
、
保
険
金
が
受
け
取

れ
な
く
な
る
と
定
め
る
も
の
も
あ（
１０１
）

る
。
本
取
引
に
お
け
る
保
険
契
約
者
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ
り
、
被
保
険
者
は
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
い
く
ら
保
険
契
約
を
遵
守
し
よ
う
と
も
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
契
約
違
反
を
犯
し
て
し
ま
え
ば
、
フ
ァ
ク

タ
ー
は
保
険
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
契
約
上
に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
保
険
契
約
遵
守
義
務
を
規
定

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
対
保
険
者
へ
の
効
力
は
期
待
で
き
ず
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
で

は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
、
保
険
を
付
し
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
保
証
保
険
を

参
考
に
し
た
い
。
保
証
保
険
は
、
本
取
引
で
用
い
ら
れ
て
い
る
取
引
信
用
保
険
と
同
様
、
債
務
者
の
信
用
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
も
の

で
あ（
１０２
）

る
。
信
用
保
険
で
は
、
保
険
契
約
は
、
も
っ
ぱ
ら
債
権
者
と
保
険
者
の
間
だ
け
で
な
さ
れ
る（
１０３
）

が
、
保
証
保
険
で
は
、
債
務
者
が
保

険
契
約
者
と
な
り
、
債
権
者
の
た
め
に
契
約
が
な
さ
れ（
１０４
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
保
険
契
約
者
の
契
約
義
務
違
反
に
よ
っ
て
、
保
険
金
が
受
け

取
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
常
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
保
証
保
険
の
約
款
に
は
、「
被
保
険
者
が
信
義
誠
実
に
反
し
な
い
か

ぎ
り
で
告
知
義
務
違
反
は
問
わ
れ
な
い
」
と
い
う
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い（
１０５
）

る
。
本
取
引
に
お
い
て
も
、
約
款
に
こ
の
よ
う
な
修
正
を
加

え
、
対
応
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
保
険
者
が
得
る
こ
と
に
な
る
債
権
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
に
回
収
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

（
四
―

４
参
照
）。
不
良
債
権
が
集
積
す
れ
ば
、
保
険
会
社
と
て
そ
の
回
収
に
苦
労
す
る
お
そ
れ
も
出
て
こ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

保
険
者
と
し
て
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
と
同
様
、
サ
ー
ビ
サ
ー
へ
の
債
権
回
収
委
託
を
考
え
る
こ
と
が
道
理
で
あ
ろ
う
。
サ
ー
ビ
サ
ー
法
の

改
正
に
よ
り
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
有
す
る
債
権
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
に
よ
る
回
収
が
可
能
と
な
っ
た
（
改
正
サ
ー
ビ
サ
ー
法
二
条
一
五
号
）。

し
か
し
、
同
条
に
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
「
有
し
て
い
た
」
債
権
ま
で
は
、
含
ま
れ
て
お
ら（
１０６
）

ず
、
保
険
事
故
が
生
じ
、
保
険
者
が
フ
ァ
ク

タ
ー
よ
り
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
ビ
サ
ー
へ
の
回
収
委
託
を
望
め
な
い
こ
と
と
な
る
。「
有
し
て
い
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た
」
債
権
を
含
め
な
い
規
定
が
さ
れ
た
の
は
、「
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
会
社
が
サ
ー
ビ
サ
ー
以
外
の
第
三
者
に
金
融
債
権
を
譲
渡
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
た
め
、
そ
の
必
要
性
が
薄
い
と
評
価
さ
れ
た
ゆ
え
の
よ
う
で
あ（
１０７
）

る
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
紹
介
し
た

よ
う
な
信
用
補
完
付
き
の
資
金
調
達
を
視
野
に
入
れ
た
場
合
、
と
て
も
必
要
性
が
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
、「
有

し
て
い
た
」
債
権
ま
で
も
、
サ
ー
ビ
サ
ー
法
の
対
象
と
す
る
金
銭
債
権
に
含
め
る
こ
と
を
考
え
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
特
徴
を
示
し
、
取
引
数
が
増
加
し
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
三
で
見
た
よ

う
に
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
、
銀
行
の
貸
し
渋
り
、
手
形
の
流
通
量
の
減
少
に
よ
り
、
資
金
調
達
手
段
と
し
て
の
需
要
を
伸
ば
し
て
い

る
。
社
会
の
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
ニ
ー
ズ
の
増
加
、
債
権
を
裏
付
け
と
し
た
金
融
の
広
が
り
が
、
こ
の
流
れ
を
さ
ら
に
助
長
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
四
の
検
討
か
ら
、
近
時
の
法
律
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
い
か
に
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
阻
害
要
因
が
解
消
傾
向
に
あ
る
か
が
示
さ

れ
る
。
公
的
な
譲
渡
禁
止
特
約
が
解
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
特
例
法
の
立
法
に
よ
り
、
第
三
者
対
抗
要
件
具
備
が
簡
略
化
さ
れ

た
こ
と
、
将
来
債
権
譲
渡
実
務
が
広
く
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
、
サ
ー
ビ
サ
ー
へ
の
債
権
回
収
の
委
託
が
可
能
と

な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
具
体
的
機
能
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
い
か
に
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
が
行
わ
れ

や
す
く
な
っ
た
か
が
明
確
に
な
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
、
五
に
お
い
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
な
お
残
る
問
題
を
示
し
、
今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
発
展

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
え
た
。
証
券
化
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
は
中
小
企
業
に
と
っ
て
非
常
に
有
用
な

金
融
手
法
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
通
常
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
で
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
信
用
保
証
機
能
を
負
う

が
ゆ
え
に
、
取
引
に
制
限
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
中
小
企
業
の
資
金
調
達
手
法
と
し
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て
考
え
た
場
合
、
現
行
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
で
は
、
そ
の
信
用
保
証
機
能
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
対
象
と
な
る
債
権
、
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
、
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ

取
引
に
取
引
信
用
保
険
を
付
す
こ
と
を
提
示
し
た
。
取
引
信
用
保
険
の
付
保
に
よ
り
、
フ
ァ
ク
タ
ー
が
負
う
信
用
リ
ス
ク
は
、
保
険
者

に
転
嫁
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
従
来
の
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
同
様
の
資
金
調
達
、
信
用
リ
ス
ク
の
移
転
を
可
能
と
し
な
が
ら
、
よ

り
広
い
範
囲
の
債
権
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
が
発
展
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
全
て
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
と
は
な
お
い
い
が
た
い
。
法
的
問
題
に
つ
い
て
、

譲
渡
禁
止
特
約
の
問
題
、
対
抗
要
件
の
競
合
等
、
い
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
あ
る
こ
と
は
四
で
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
、
五
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
保
険
者
が
取
得
す
る
債
権
と
サ
ー
ビ
サ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
改
善
が
は
か
ら
れ
る
べ
き

点
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
法
の
発
展
が
待
ち
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
本
稿
で
は
扱
い

え
な
か
っ
た
債
権
を
引
当
と
し
た
国
際
的
な
資
金
調
達
に
関
す
る
問
題
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
４９
）

具
体
的
な
将
来
債
権
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
道
垣
内
弘
人
「
将
来
債
権
の
包
括
的
譲
渡
の
有
効
性
と
対
抗
要
件
―
最
三
小
判
平
成
１１
・

１
・
２９
を
踏
ま
え
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
五
号
六
六
頁
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
５０
）

昭
和
九
年
の
段
階
で
、
将
来
債
権
譲
渡
を
有
効
と
す
る
判
決
（
大
判
昭
和
九
年
一
二
月
二
八
日
（
民
集
一
三
巻
二
二
六
一
頁
））
も
出
て

い
た
よ
う
だ
が
、
一
般
的
な
認
識
の
も
と
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
池
田
真
朗
「
将
来
債
権
譲
渡
の
効
力
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
六
五
号

六
頁
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
５１
）

升
田
純
「
債
権
譲
渡
担
保
実
務
と
債
権
譲
渡
特
例
法

将
来
債
権
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
（
平
１１
・
１
・
２９
）
と
実
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
上
）
・
（
下
）」C

redit
&

L
aw

一
一
六
号
二
四
頁
、
一
一
七
号
一
六
頁
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
５２
）

角
紀
代
恵
「
流
動
債
権
譲
渡
担
保
」
法
律
時
報
七
三
巻
一
一
号
二
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
５３
）

須
磨
美
博
「
担
保
実
務
の
疑
問
を
払
拭
す
る
画
期
的
判
決
」
旬
刊
金
融
法
務
事
情
一
五
一
四
号
二
〇
頁
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
５４
）

堀
龍
兒
「
将
来
の
診
療
報
酬
債
権
の
譲
渡
に
関
す
る
最
三
小
判
平
１１
・
１
・
２９
を
読
ん
で
―
本
件
最
判
の
意
義
と
実
務
へ
の
影
響
」
金
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融
法
務
事
情
一
五
四
四
号
二
九
頁
（
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
５５
）

池
田
真
朗
「
中
小
企
業
債
権
の
流
動
化
―
民
法
的
側
面
か
ら
の
評
価
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
一
号
三
九
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参

照
。

（
５６
）

高
木
多
喜
男
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
と
対
抗
要
件
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
四
号
八
頁
（
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
５７
）

住
銀
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
「
売
掛
債
権
買
取
希
望
先
一
覧
表
」
参
照
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
フ
ァ
ク
タ
ー
に
買
取
を
希
望
す
る
売
掛
債
権
に

つ
い
て
、
販
売
先
、
そ
の
取
引
銀
行
、
商
品
名
、
取
引
暦
、
月
間
取
引
予
想
高
等
を
記
載
し
た
一
覧
表
を
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
５８
）

須
磨
前
掲
注
（
５３
）
二
一
頁
参
照
。

（
５９
）

高
木
多
喜
男
「
集
合
債
権
譲
渡
担
保
の
有
効
性
と
対
抗
要
件
（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
二
三
五
号
二
三
頁
（
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
６０
）

道
垣
内
前
掲
注
（
４９
）
六
六
頁
参
照
。

（
６１
）

内
田
貴
『
民
法
�
﹇
第
二
版
﹈
債
権
総
論
・
担
保
物
権
』
二
二
九
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
等
参
照
。

（
６２
）

田
辺
前
掲
注
（
５
）『
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
基
礎
知
識
』
一
四
〇
頁
、
馬
場
正
夫
「
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
取
引
の
現
状
と
問
題
点
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ

一
五
〇
号
二
五
頁
（
一
九
七
七
年
）
参
照
。

（
６３
）

馬
場
前
掲
注
（
６２
）
二
五
頁
参
照
。

（
６４
）

馬
場
前
掲
注
（
６２
）
二
五
頁
参
照
。

（
６５
）

賀
集
唱
・
伊
藤
和
夫
「
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
と
そ
の
紛
争
処
理
機
能
」
旬
刊
金
融
法
務
事
情
八
二
七
号
一
一
頁
（
一
九
七
七
年
）
参
照
。

（
６６
）

田
辺
前
掲
注
（
５
）『
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
基
礎
知
識
』
一
四
二
頁
、
中
川
耕
造
「
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
会
社
の
業
務
内
容
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
号

一
一
頁
（
一
九
七
一
年
）
参
照
。

（
６７
）

最
判
平
成
一
四
年
一
月
二
二
日
民
集
五
六
巻
一
号
一
二
三
頁
参
照
。

（
６８
）

北
康
利
『
Ａ
Ｂ
Ｓ
投
資
入
門
』
四
四
九
頁
（
シ
グ
マ
ベ
イ
ス
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
６９
）

北
見
良
嗣
「
債
権
回
収
を
巡
る
新
し
い
動
き
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
「
あ
た
ら
し
い
金
融
シ
ス
テ
ム
と
法
」
二
一
頁
（
二
〇
〇

〇
年
）
参
照
。

（
７０
）

黒
川
弘
務
・
石
山
宏
樹
「
改
正
サ
ー
ビ
サ
ー
法
の
概
要
（
２
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
一
八
号
五
九
頁
（
二
〇
〇
一
年
）、
北
見
良
嗣
「
サ
ー

ビ
サ
ー
制
度
の
導
入
経
緯
と
今
後
の
展
望
」
旬
刊
金
融
法
務
事
情
一
六
九
七
号
二
一
頁
（
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。
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（
７１
）

保
証
型
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
に
よ
り
得
た
債
権
に
つ
い
て
は
、
特
定
金
融
債
権
に
含
ま
れ
な
い
。

（
７２
）

中
小
企
業
債
権
流
動
化
研
究
会
前
掲
注
（
１１
）
三
二
頁
参
照
。

（
７３
）

西
村
総
合
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全

下
』
九
頁
〜
一
七
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）、
寺
山
大
右
「
資
産
担
保
証

券
の
信
用
補
完
に
関
す
る
法
律
問
題
」
金
融
研
究
二
〇
巻
二
号
一
七
三
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
７４
）

一
般
的
に
証
券
化
で
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー
が
サ
ー
ビ
サ
ー
と
し
て
回
収
業
務
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
井
出
前
掲

注
（
１７
）
五
八
頁
参
照
。

（
７５
）

北
前
掲
注
（
６８
）
一
八
二
頁
参
照
。

（
７６
）

北
川
前
掲
注
（
３４
）
六
八
頁
参
照
。

（
７７
）

東
京
三
菱
銀
行
「
中
堅
企
業
、
中
小
企
業
の
売
掛
債
権
を
買
い
取
り
、
証
券
化
す
る
業
務
に
乗
り
出
す
」
日
経
新
聞
二
〇
〇
一
年
八
月

二
二
日
参
照
。
貸
し
付
け
債
権
の
証
券
化
に
は
、
東
京
都
が
中
心
と
な
り
実
施
し
た
「
Ｃ
Ｌ
Ｏ
」
も
あ
る
。
山
崎
前
掲
注
（
２５
）
一
三
八
頁
、

中
小
企
業
債
権
流
動
化
研
究
会
前
掲
注
（
１１
）
八
五
頁
〜
八
九
頁
参
照
。

（
７８
）

山
崎
前
掲
注
（
２５
）
一
四
四
頁
、
中
小
企
業
債
権
流
動
化
研
究
会
前
掲
注
（
１１
）
七
三
頁
参
照
。

（
７９
）

田
村
前
掲
注
（
３５
）
五
九
頁
参
照
。

（
８０
）

山
崎
前
掲
注
（
２５
）
一
三
七
頁
、
中
小
企
業
債
権
流
動
化
研
究
会
前
掲
注
（
１１
）
七
三
頁
参
照
。

（
８１
）

近
時
、
日
本
銀
行
が
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
を
支
援
す
る
た
め
に
、
企
業
の
売
掛
金
を
裏
づ
け
に
し
た
資
産
担
保
証
券
を
金
融
機
関
か

ら
買
い
取
る
政
策
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
証
券
化
の
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
債
権
の
プ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
企

業
一
つ
一
つ
に
同
意
を
取
り
付
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
銀
行
が
保
有
す
る
貸
出
債
権
を
裏
づ
け
と
し
た
債
券
の
買
取
が
先
行
し
て
い
る
と

い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
。
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
三
年
三
月
二
九
日
、
四
月
八
日
、
五
月
一
〇
日
、
六
月
一
一
日
、
八
月
一
一
日
、

九
月
六
日
参
照
。

（
８２
）

中
小
企
業
の
有
す
る
売
掛
債
権
の
多
く
は
、
中
小
企
業
を
債
務
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
崎
前
掲
注
（
２５
）
一
四
三
頁
参
照
。

（
８３
）

植
松
前
掲
注
（
５
）
五
〇
頁
、
田
辺
前
掲
注
（
５
）『
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
の
基
礎
知
識
』
七
〇
頁
参
照
。

（
８４
）

金
融
財
政
事
情
研
究
会
編
『
欧
米
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
事
情
』
一
六
頁
（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

（
８５
）

田
村
前
掲
注
（
３５
）
五
九
頁
参
照
。
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（
８６
）

安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
「
保
証
・
信
用
保
険
の
現
状
と
展
望
（
２
）
信
用
保
険
」C

redit
&

L
aw

九
一
号
四
六
頁
（
一
九

九
七
年
）、
樽
井
英
明
「
取
引
信
用
保
険
」
週
刊
東
洋
経
済
臨
時
増
刊
三
月
七
日
号
一
五
四
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
８７
）

S
ee,

T
on

y
D

ow
in

g,
D

E
V

E
L

O
P

M
E

N
T

S
IN

E
U

R
O

P
E

A
N

C
R

E
D

IT
A

N
D

P
O

L
IT

IC
A

L
R

IS
K

IN
S

U
R

A
N

C
E ,

p.1
(F

in
an

cial

T
im

es
F

in
an

ce,1998).

（
８８
）

草
苅
耕
造
「
信
用
リ
ス
ク
と
損
害
保
険
」
保
険
学
雑
誌
五
六
〇
号
八
七
頁
（
一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
８９
）

安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
・
前
掲
注
（
８６
）
四
六
頁
、
樽
井
英
明
「
取
引
信
用
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
」C

redit
&

L
aw

一

三
四
号
一
五
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
樽
井
前
掲
注
（
８６
）
一
五
四
頁
、
住
友
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社
取
引
信
用
保
険
約
款
（
以
下
約
款
）

第
一
三
条
参
照
。

（
９０
）

安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
「
保
証
・
信
用
保
険
の
現
状
と
展
望
（
新
連
載
）
概
説
」C

redit
&

L
aw

九
〇
号
三
五
頁
（
一
九

九
七
年
）、
樽
井
前
掲
注
（
８９
）「
取
引
信
用
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
」
一
三
頁
参
照
。

（
９１
）

約
款
第
二
〇
条
参
照
。
債
権
を
目
的
に
す
る
信
用
保
険
で
は
、
保
険
約
款
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
保
険
金
の
支
払
い
を
受
け
よ
う
と

す
る
時
、
被
保
険
者
の
権
利
を
害
さ
な
い
範
囲
内
で
、
保
険
金
と
同
額
の
未
回
収
代
金
債
権
、
所
有
権
ま
た
は
抵
当
権
、
商
品
に
つ
き
他
人

に
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
を
保
険
者
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
大
正
火
災
保
険
株
式
会
社
『
保
証
・
信
用
保
険

の
理
論
と
実
務
』
一
六
九
頁
（
海
文
堂
、
一
九
七
九
年
）、
山
下
友
信
「
法
人
保
証
と
保
険
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
一
号
三
五
頁
（
二
〇
〇
〇

年
）
参
照
。

（
９２
）

保
険
料
は
、
損
金
処
理
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
新
税
制
に
よ
り
実
績
繰
入
率
に
統
一
さ
れ
た
貸
倒
引
当
金
と
同
様
の
効
果
を
無
税
で
臨

む
こ
と
が
で
き
る
。（
法
人
税
法
五
二
条
、
措
置
法
第
五
七
条
の
九
、
平
成
一
〇
年
改
正
法
付
則
第
五
条
）。

（
９３
）

安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
前
掲
注
（
８６
）
四
六
頁
、
四
七
頁
参
照
。

（
９４
）

北
村
真
「
取
引
信
用
保
険
の
実
務
（
入
門
編
）
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
み
た
活
用
上
の
勘
ど
こ
ろ
」C

redit
&

L
aw

一
三
四
号
七
頁
（
二
〇

〇
〇
年
）
参
照
。

（
９５
）

樽
井
前
掲
注
（
８９
）「
取
引
信
用
保
険
の
概
要
に
つ
い
て
」
一
四
頁
、
一
五
頁
参
照
。

（
９６
）

山
下
友
信
ほ
か
『
保
険
法
』
一
四
五
頁
﹇
竹
濱
修
﹈（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
９７
）

草
苅
前
掲
注
（
８８
）
八
九
頁
参
照
。

論 説
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（
９８
）

S
ee,

F
reddy

S
alin

ger
w

ith
con

tribu
tion

s
from

P
eter

Jon
son

&
R

.B
ru

ce
W

ood
w

ith
a

forew
ord

by
R

oy
G

oode,

F
A

C
T

O
R

IN
G

L
A

W
A

N
D

P
R

A
C

T
IC

E ,pp.314

―323
(S

w
eet

&
M

axw
ell,3

rd
ed.1999).

（
９９
）

日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
八
日
参
照
。

（
１００
）

日
本
経
済
新
聞
前
掲
注
（
９９
）、
住
友
火
災
海
上
保
険
株
式
会
社
「
取
引
信
用
保
険
の
ご
案
内
」（
二
〇
〇
〇
年
）、
住
銀
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス

株
式
会
社
「
取
引
信
用
保
険
付
き
手
形
買
取
り
の
ご
案
内
」（
二
〇
〇
〇
年
）
参
照
。

（
１０１
）

た
と
え
ば
、
告
知
義
務
違
反
（
約
款
第
四
条
）
通
知
義
務
違
反
（
約
款
第
五
条
）。

（
１０２
）

山
下
前
掲
注
（
９１
）
三
一
頁
、
安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
「
保
証
・
信
用
保
険
の
現
状
と
展
望
（
３
）
保
証
保
険
」C

redit
&

L
aw

九
二
号
五
九
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
１０３
）

山
下
前
掲
注
（
９１
）
三
一
頁
参
照
。

（
１０４
）

山
下
前
掲
注
（
９１
）
三
一
頁
、
安
田
火
災
海
上
保
険
金
融
保
証
部
前
掲
注
（
１０２
）
五
九
頁
（
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
１０５
）

山
下
前
掲
注
（
９１
）
三
五
頁
参
照
。

（
１０６
）

黒
川
弘
務
・
石
山
宏
樹
「
改
正
サ
ー
ビ
サ
ー
法
の
概
要
（
１
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
一
七
号
五
六
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
参
照
。

（
１０７
）

黒
川
・
石
山
前
掲
注
（
１０６
）
五
六
頁
、
五
七
頁
参
照
。

＊
末
筆
な
が
ら
、
本
稿
の
作
成
に
当
た
り
、
野
村
美
明
教
授
（
大
阪
大
学
）、
久
保
田
隆
助
教
授
（
早
稲
田
大
学
）、
長
田
真
里
助
教
授
（
大
阪

大
学
）、
黄

霆
講
師
（
帝
塚
山
大
学
）、
田
中
稔
氏
（
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
）、
佐
藤
良
治
氏
（
日
立
キ
ャ
ピ
タ

ル
証
券
株
式
会
社
）
か
ら
貴
重
な
ご
指
導
・
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
謝
意
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

中小企業金融としてのファクタリング取引（下）
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